
 

第４８号議案 

 

 

   府中市立図書館条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ８ 年 ６ 月 ４ 日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

市立宮町図書館の名称及び位置の変更に伴うほか、所要の改正を行うものであ

ります。 
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   府中市立図書館条例の一部を改正する条例 

 

 府中市立図書館条例（昭和３９年４月府中市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

 （名称及び位置）  （名称及び位置） 

第２条 省 略 第２条 省 略 

区  分 名    称 位    置 

省 略 

地区図書館 省 略 

府中市立ふるさと文庫 府中市宮西町２丁目２４番地 

省 略 
 

区  分 名    称 位    置 

省 略 

地区図書館 省 略 

府中市立宮町図書館 府中市宮町３丁目１番地 

省 略 
 

別表（第３条） 別表（第３条） 

図書館の開館時間及び休館日 図書館の開館時間及び休館日 

開館時間及び休館日 

館 の 区 分 
開 館 時 間 休 館 日 

省 略 

地区図書館（府中市立ふるさと文

庫及び府中市立府中市生涯学習

センター図書館を除く。） 

省 略 

府中市立ふるさと文庫 午前９時から午 １月１日から１月３日まで 
 

開館時間及び休館日 

館 の 区 分 
開 館 時 間 休 館 日 

省 略 

地区図書館（府中市立宮町図書館

及び府中市立府中市生涯学習セ

ンター図書館を除く。） 

省 略 

府中市立宮町図書館 午前９時から午 (1) 月曜日。ただし、月曜日 
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 後７時まで 及び１２月２９日から１２月

３１日まで 

 

 

 

 

 

 

省 略 
 

 後５時まで  が休日に当たるときは、そ

の日後においてその日に最

も近い休日でない日とす

る。 

(2) １月１日から１月３日ま 

 で、５月３日から５月５日

まで及び１２月２９日から

１２月３１日まで 

省 略 
 

 備考 省 略  備考 省 略 

付 則 

 この条例は、令和９年１月４日から施行する。 


